
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セルラ移動体電話網であって、移動機が、サービスを一つの共通のランダムアクセスチ
ャネル（ RACH）上に変調されたデータを用いて、その移動機が位置する第一のセルと関連
するフォーマットにてリクエストし、及び前記第一のセルに隣接するセル内の基地局が、
前記第一のセルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージのバーストを復調し、復調
されたデータを無線網コントローラ（ RNC）にパスするように構成され
　前記データが、別個のプリアンブルバーストとメッセージバーストに分割して送信され

無線網コントローラ（ RNC）がプリアンブルバーストの受信に応答して、前記隣
接セル内の基地局に対して、第一のセルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージの
バーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC）にパスするよう指令
する ことを特徴とするセルラ移動体電話網。
【請求項２】
　前記無線網コントローラ（ RNC）が、第一のセル内に位置する移動機からのデータバー
ストの伝搬遅延からその移動機がハンドオーバ領域内にいるか否かを決定し、移動機がハ
ンドオーバ領域内にいるときは、上述のように、移動機がそのハンドオーバ領域から向か
うと期待される隣接セル内の基地局に対して、第一のセルと関連するフォーマットをもつ
RACHメッセージのバーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC）に
パスするように指令することを特徴とする請求項 記載の網。
【請求項３】
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　前記移動機が複数の異なる基地局から受信される伝送の信号強度を比較し、自身がハン
ドオーバ領域内にいるか否かを決定し、ハンドオーバ領域内にいる場合は、予約されたセ
ットの物理チャネル属性の一つをもつ RACHデータを送信することを特徴とする請求項１あ
るいは２記載の網。
【請求項４】
　前記無線網コントローラ（ RNC）が、前記第一のセル内の基地局に対して、ハンドオー
バ領域内に位置する移動機に属する物理チャネル属性をもつ RACHデータを探索するための
第一のハードウエアと、非ハンドオフ領域内に位置する移動機に属する物理チャネル属性
をもつ RACHデータを探索するための第二のハードウエアを割当てることを指令することを
特徴とする請求項 記載の網。
【請求項５】
　前記無線網コントローラ（ RNC）が、隣接セル内の基地局に対して、前記第一のセルと
関連するフォーマットをもち、かつ、ハンドオーバ領域に位置する移動機に属する物理チ
ャネル属性をもつ RACHデータを探索するためのハードウエアを割当てるように指令するこ
とを特徴とする請求項 記載の網。
【請求項６】
　セルラ移動体電話網を動作させるための方法であって、移動機からサービスに対するリ
クエストを一つの共通のランダムアクセスチャネル（ RACH）上に変調されたデータを用い
て、その移動機が位置する第一のセルと関連するフォーマットにてリクエストするステッ
プ、および前記第一のセルに隣接するセル内の基地局の所で前記第一のセルと関連するフ
ォーマットをもつ RACHメッセージのバーストを復調し、復調されたデータを無線網コント
ローラ（ RNC）にパスするステップを含
　前記データが別個のプリアンブルバーストとメッセージバーストに分割して送信され

無線網コントローラ（ RNC）が、プリアンブルバーストの受信に応答して、前記隣接
セル内の基地局に対して、前記第一のセルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージ
のバーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC）にパスするように
指令するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項７】
　前記第一のセル内に位置する移動機からのデータバーストの伝搬遅延からその移動機が
ハンドオーバ領域内にいるか否かを決定し、移動機がハンドオーバ領域内にいるときは、
上述のように、移動機がそのハンドオーバ領域からそれらに向かうと期待される隣接セル
内の基地局に対して、前記第一のセルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージのバ
ーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC）にパスするように指令
するステップを含むことを特徴とする請求項 記載の方法。
【請求項８】
　複数の異なる基地局から受信される伝送の信号強度を比較し、自身がハンドオーバ領域
内にいるか否かを決定し、ハンドオーバ領域内にいる場合は、予約されたセットの物理チ
ャネル属性の一つをもつ RACHデータを送信するステップを含むことを特徴とする請求項
あるいは 記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はセルラ電話網およびこれを動作するための方法に関する。以下では、本発明の背
景を特定のアプリケーションとの関連で説明するが、当業者においては容易に理解できる
ように、本発明はより一般的に適用が可能である。
【０００２】
【従来の技術】
移動機がセルラシステム内でスイッチ（ハンドオーバ）する場合、移動機は、最初に、そ
れが接続できる最良のセルを探索し、次に、見つかった最良のセルにメッセージを送信す
ることを試みる。このメッセージの内容は、網に、例えば、その移動機に対する一意の識
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別子、ダウンリンク（ DL）チャネルの品質の指標、および要求される接続のタイプ（ idle
／ connected）を提供する。網接続メッセージ（ network connection messages）に対する
移動機の初期リクエストの送信は調整されておらず、このため、通常ランダムアクセスチ
ャネル（ Randaom Access CHannel、 RACH）手続きと呼ばれる、同時に同一のセルを介して
網にアクセスすることを試みる複数の隣接する移動機間の干渉および衝突の確率を低減す
るための複雑な手続きが必要となる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
CDMAセルラシステムにおいては、移動機の RACHメッセージがあるセルによって首尾良く受
信される尤度は、その送信電力に大きく依存する。ただし、全ての移動機が可能な最大電
力にて送信することは、多くの場合不必要であるばかりか、結果としてセル内干渉が生成
されるために許容されるべきでもない。 RACHメッセージ送信電力を低減するために提唱さ
れている幾つかの方法は、 RACHメッセージの移動機送信電力を次第に増加（ランピングア
ップ）するやり方に基づく。
【０００４】
RACHの平均送信電力を低減する方法は、 CDMAセルラシステムの様々な点を最適化するため
に適用することができる。改善でき点には、アップリンク（ UL）セルラ容量および／ある
いはセルカバレッジが含まれる。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
この背景の下に、セルラ移動体電話網が提供される。特徴として、移動機は、サービスを
、一つの共通のランダムアクセスチャネル（ RACH）上に変調されたデータを用いて、その
移動機が位置する第一のセルと関連するフォーマットにてリクエストし、第一のセルに隣
接するセル内の基地局は、第一のセルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージのバ
ーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC）にパスするように構成
される。後に説明するように、これによって、 RACHメッセージを首尾良く伝送するために
必要とされる平均電力を低減することが可能となる。
【０００６】
一つの好ましい形態においては、前記データは、別個のプリアンブルバーストとメッセー
ジバーストに分割して送信され；無線網コントローラ（ RNC）は、プリアンブルバースト
の受信に応答して、隣接セル内の基地局に対して、第一のセルと関連するフォーマットを
もつ RACHメッセージのバーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC
）にパスするように指令する。
【０００７】
この場合、無線網コントローラ（ RNC）は、第一のセル内に位置する移動機からのデータ
バーストの伝搬遅延からその移動機がハンドオーバ領域内にいるか否かを決定し、移動機
がハンドオーバ領域内にいるときは、上述のように、移動機がそのハンドオーバ領域から
向かうと期待される隣接セル内の基地局に対して、第一のセルと関連するフォーマットを
もつ RACHメッセージのバーストを復調し、復調されたデータを無線網コントローラ（ RNC
）にパスするように指令することもできる。
【０００８】
移動機は、複数の異なる基地局から受信される伝送の信号強度を比較し、自身がハンドオ
ーバ領域内にいるか否かを決定し、ハンドオーバ領域内にいる場合は、予約されたセット
の物理チャネル属性の一つをもつ RACHデータを送信する。
【０００９】
この場合、無線網コントローラ（ RNC）は、好ましくは、第一のセル内の基地局に対して
、ハンドオーバ領域内に位置する移動機に属する物理チャネル属性をもつ RACHデータを探
索するための第一のハードウエア、および非ハンドオフ領域内に位置する移動機に属する
物理チャネル属性をもつ RACHデータを探索するための第二のハードウエアを割当てること
を指令する。
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【００１０】
このアレンジメントにおいては、無線網コントローラ（ RNC）は、好ましくは、隣接セル
内の基地局に対して、第一のセルと関連するフォーマットをもち、かつ、ハンドオーバ領
域に位置する移動機に属する物理チャネル属性をもつ RACHデータを探索するためのハード
ウエアを割当てるように指令する。
【００１１】
本発明は、さらに、セルラ移動体電話網を動作するための方法にも関し、この方法は、移
動機からサービスに対するリクエストを、一つの共通のランダムアクセスチャネル（ RACH
）上に変調されたデータを用いて、移動機が位置する第一のセルと関連するフォーマット
にてリクエストするステップ、および第一のセルに隣接するセル内の基地局の所で第一の
セルと関連するフォーマットをもつ RACHメッセージのバーストを復調し、復調されたデー
タを無線網コントローラ（ RNC）にパスするステップを含む。
【００１２】
本発明はさらに上述の方法を遂行するためのコンピュータプログラムにも関する。
【００１３】
以下に、本発明を図面との関連で説明する。
【００１４】
【発明の実施の形態】
RACHチャネルのセルカバレッジは、近年、 3GPP標準（に基づくシステム）における主要な
問題として認識されている。この問題は、オリジナルな基本 RACHメッセージの最大セルカ
バレッジが、 RACHと比較してかなり小さな信号対干渉レベルを要求する幾つかの主要なコ
ネクテッドモードサービス（ connected mode services）、例えば、 AMR音声の最大セルカ
バレッジより著しく小さいという事実に由来する。
【００１５】
ここに開示される発明は、 CDMAセルラシステム内で RACHを首尾良く伝送するために要求さ
れる平均電力を低減し、これによって、 RACHカバレッジのレンジ、あるいはアップリンク
（ UL）容量を改善する。
【００１６】
現存の様々な提唱においては、任意のセルラシステムにおけるアップリンク（ UL）  RACH
アクセスバーストは、以下の２つの主要な機能を遂行することを求められる。第一に、こ
れは、（概念的にビーコンと同様に）、基地局（ BTS）に対して、網へのアクセスを得る
ことを希望する移動機が存在することを知らせることを求められる。第二に、これは、網
がアクセスを要請している移動機、移動機が入ることを希望するサービスモード、および
ダウンリンク（ DL）チャネルの品質を識別できるだけの十分な情報を網に運ぶことを求め
られる。
【００１７】
CDMAシステムにおけるアップリンク（ UL）  RACHアクセスバーストの物理フォーマットは
、大まかに、アクセスバーストのこれら２つの主要な機能が２つ（あるいはそれ以上の）
物理的に別個なバーストに分割されるか、あるいは単一のバーストに結合されるかに依存
して２つのカテゴリの一つに分けられる。
【００１８】
図１は、一例としての ISュ 95（標準に基づく） CDMAセルラシステムを示す。このシステム
は、その RACHチャネルに対して、 RACHアクセスプローブとして知られている単一の結合さ
れた物理バースト構造を採用する。この形式の RACHチャネルによってアップリンク（ UL）
に加えられる干渉電力を最小にするために、移動機は、最初、 RACHチャネルのバーストを
、共通チャネル（例えば、パイロットチャネル）のダウンリンク電力を測定することで得
られるチャネル経路損の推定に基づく電力にて送信する。このバーストが首尾良く検出お
よび復調された場合は、 ISュ 95 基地局（ BTS）は、直ちに、移動機がさらなる RACHアクセ
スの試みを止め  ように、この事実を移動機にダウンリンク（ DL）を用いて通知する。移
動機の最初の RACHバーストが、 1.333ミリ秒なる期間内にアクノレッジ（確認）されない
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場合（基地局からの受信のアクノレッジメントがない場合）は、移動機は、自身の前の RA
CHバーストが失敗したものと想定し、同一の RACHメッセージを、前より少し高い電力にて
送信する。 RACHバーストが首尾良く検出およびアクノレッジされない理由には、衝突、電
力がチャネルフェージングを克服するために十分でない、あるいは単に基地局（ BTS）の
所の処理資源が十分でない等などが含まれる。このいわゆる電力ランピング手続きを用い
ることで、この形式の RACHによってアップリンク（ UL）に加えられる干渉電力が最小に押
さえられる。
【００１９】
図１に再び戻り、最近の CDMAセルラシステム、例えば、 3GPPは、移動機のランダムアクセ
スバーストを、時間的に分離された２つの独立した部分に分割する。第一の部分は、しば
しばプリアンブルと呼ばれ、基地局（ BTS）の注意をひくためのビーコンとして機能し、
第二の部分、すなわち 'メッセージ（ massage） '部分は、網接続を設定するために要求さ
れる全ての必要な情報を含む。このプリアンブルセクションの主な特徴は以下の通りであ
る：
【００２０】
１）これは、長さが短く、検出が遥かに簡単なフォーマットをもつ。
２）多数の可能な物理フォーマットと伝送タイムスロットの組合せのために、衝突の可能
性が低減される。
３）送信電力を定義する手続きは、伝送を、電力を次第に高くしながら反復することに基
づく。
４）プリアンブルの正常な検出およびアクノレッジメントと対応する RACHメッセージ部分
の送信との間には時間的な間隔が存在する。
【００２１】
各プリアンブルは、１６ビットの署名パターンから成り、これが２５６回複製され、拡散
符号にて変調される。移動機は、プリアンブル（あるいはプローブ）部分が基地局（ BTS
）によって検出され、基地局（ BTS）によってその事実がダウンリンク（ DL）を通じてア
クノレッジ（確認）された後に、初めて、メッセージ部分を送信する。 RACHのメッセージ
部分の送信電力を、そのプリアンブルが首尾良く送信された電力と直接に結びつけること
で、 RACHによってアップリンク（ UL）に加えられる干渉電力は、限られた程度に最小化さ
れる。
【００２２】
現在提唱されている CDMAセルラシステムの場合は、 RACHバーストの物理フォーマットは（
その構造とは関係なく）個々のセルに対して一意に定められ、ある特定の基地局（ BTS）
は、 RACHバーストの自身フォーマットのみに応答し、これを検出、復調、およびパスする
ように構成される。
【００２３】
説明される本発明の幾つかの実施例は、プリアンブルベースの RACHアクセスバーストが送
信されること、例えば、 3GPP（システム）によってプリアンブルベースの RACHアクセスバ
ーストが送信されることを想定する。図１は、 3GPP（システム）に対する移動機の RACHメ
ッセージの基本物理フォーマットを示す。この物理フォーマットは、短なプリアンブルと
、これに続く別個のメッセージ部分から成る。このバーストの物理属性、例えば、それが
送信された時間、使用される拡散符号および／あるいはチャネル化符号は、ある既知のセ
ット（集合）から、２つあるいはそれ以上の移動機間の衝突の確率が低減されるようなや
り方で、ランダムに選択される。移動機は、プリアンブル部分を、移動機が RACHメッセー
ジを送信することを希望することを基地局（ BTS）に知らせるための基地局（ BTS）へのビ
ーコンとして使用する。移動機は、基地局（ BTS）にプリアンブルを所定の間隔にて、基
地局（ BTS）がそのプリアンブルを首尾良く検出するまで、（固定された最大値まで）電
力を次第に増加させながら繰り返して送信する。移動機は、基地局（ BTS）がプリアンブ
ルを首尾良く検出したことを知ると（決定すると）、プリアンブルの送信を止め、所定の
期間待った後に、対応するメッセージ部分を、首尾良く検出されたプリアンブルの送信電
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力と直接に結びつく（比例する）電力にて送信する。
【００２４】
現在の CDMAセルラシステムの主要な特徴は、これらの特定の移動機へのおよびこれからの
専用のダウンリンク（ DL）あるいはアップリンク（ UL）トラヒックをサポートするために
、２つあるいはそれ以上の基地局（ BTS）を使用することができるソフトハンドオーバあ
るいはソフトハンドオフと呼ばれる能力である。基地局（ BTS）コントローラ、あるいは 3
GPPの用語では、無線網コントローラ（ RNC）は、特定の移動機を扱っている複数の 'アク
ティブなセットの '基地局（ BTS）から受信される移動機のアップリンク（ UL）トラヒック
データの様々な異なるバージョンを、網内をさらに上へとパスされるデータトラヒックの
総合品質が改善するために用いることができる。無線網コントローラ（ RNC）が、自身が
処理するアップリンク（ UL）データトラヒックを改善するために適用することができる方
法（例えば、ソフト結合およびフレーム選択）は当業者においては周知である。
【００２５】
本発明の幾つかの実施例においては、 CDMAセルラシステムの基地局（ BTS）は、従来の技
術の場合のように自身のセルの RACHバーストのみでなく、隣接セルの RACHバーストにも応
答し、これを検出、復調、およびパスするできるように構成される。このシナリオにおい
ては、セル間の重複が見られる領域内での平均 RACHバースト送信電力を、性能を損失なし
に、大幅に低減することができる。このプロセスは、専用の登りリンクチャネルに対して
良く開発されているソフトハンドオーバの原理を共通の RACHチャネルに効果的に適用する
。
【００２６】
以下では、隣接基地局（ BTS）の能力を互いの RACHバーストを処理するために活用するた
めの幾つかの技法について説明する。これら技法は、網および／あるいは移動機にどの程
度の複雑さ（あるいは知能）を追加することが要求されるかによって弁別される。
【００２７】
最も基本的な実施例においては、各基地局（ BTS）は、隣接するセルの RACHバーストを処
理する能力をもつ。各基地局（ BTS）は、処理資源が空いているときに、無調整なやり方
にて、隣接セルの RACHバーストを処理する。各基地局（ BTS）は、（自身の並びに隣接セ
ルの）全ての処理された RACHバーストを無線網コ  ントローラ（ RNC）に向けて上方へと自
動的にパスする。
【００２８】
本発明のこの実施例の主な長所は、この改善された機能の実現するため、およびこれを単
一段 RACHバーストおよびプリアンブルベースの多段 RACHバーストの両方に適用のために標
準に対して加えることを要求される変更が最小で済むことである。
【００２９】
本発明のこの実施例の短所は、 RNCュ BTSインタフェースの間に追加のトラヒックが生成さ
れ、基地局（ BTS）の処理資源の使用効率が落ちることである。
【００３０】
より複雑な実施例においては、各基地局（ BTS）は、自身のセルの２段 RACHバーストは完
全に処理できるように（検出と復調の両方ができるように）され、隣接セルの対応する RA
CHバーストについては部分的にのみ処理できるように（復調のみできるように）される。
各基地局（ BTS）は、隣接セルの RACHバーストを、無線網コントローラ（ RNC）による指令
下で調整されたやり方にて処理する。
【００３１】
いったん基地局（ BTS）がプリアンブルの存在を検出すると、基地局（ BTS）は、この事実
を、従来と同様に、移動機にアクノレッジ（通知）するが、ただし、基地局（ BTS）は、
これに加えて、自身を識別するとともに、 RACHアクセスバーストがある特定の時点におい
て存在することを知らせるメッセージを無線網コントローラ（ RNC）に送信する。無線網
コントローラ（ RNC）は、一つの実施例においては、この情報を用いて、単に全ての隣接
セルに対して、メッセージの第二の段（部分）を処理するための空いた資源をその特定の

10

20

30

40

50

(6) JP 3857063 B2 2006.12.13



隣接セルに対する RACHメッセージに備えて構成するようにトリガ（指令）する。もう一つ
の実施例においては、無線網コントローラ（ RNC）は、 RACHの第一のプリアンブル段の上
述の時点（伝搬遅延としても知られる）を用いて、その RACHバーストがある可能なソフト
ハンドオフゾーン内の移動機から到着したものであるか否か決定し、そうであることが決
定された場合は、無線網コントローラ（ RNC）は、該当する隣接セルに対して、対応する
メッセージ部分の受信に備えるように通知（指令）する。
【００３２】
この実施例の主な長所は、上述の最も単純な実現と比較して、基地局（ BTS）の RACH処理
資源の利用効率が向上するとともに、 BTSュ RNC間のトラヒックが低減することである。
【００３３】
この実施例の短所は、副隣接基地局（ BTS）が、 RACHバースト検出フェーズの第一の部分
から得られるチャネルおよびタイミングに関する知識なしに、チャネル推定を遂行するこ
とを要求されることである。この方法では、さらに、より高速な BTSュ RNCュ BTS間通信が
必要となる。加えて、伝搬遅延に関する情報が無線網  コントローラ（ RNC）によって活用
されない限り、隣接基地局（ BTS）によって提供される追加の処理能力が移動機が、しば
しば、ソフトハンドオーバ領域内にいないことで浪費される。
【００３４】
もう一つのさらに複雑な実施例においては、各基地局（ BTS）は、自身のセルの RACHバー
ストの第２の段（部分）は完全に処理（検出および復調）でき、隣接セルの対応する RACH
バーストは部分的にのみ処理（復調のみ）できるように構成される。各基地局（ BTS）は
、隣接セルの RACHバーストを、無線網コントローラ（ RNC）の指示の下で調整されたやり
方にて処理する。移動機は、自身が潜在的なソフトハンドオーバ領域内にいることを認識
することができ、従って、その特定の地理的領域内の移動機に対して予約されているサブ
セットの RACH物理チャネル属性を選択することができる。
【００３５】
この実施例においては、幾つかの RACH物理チャネル属性、例えば、プリアンブル署名ある
いはチャネル化符号が、自身がソフトハンドオーバ領域にいることを検出した移動機によ
って用いられるために予約される。移動機は、セルによってブロードキャストされるパイ
ロットおよび／あるいは共通制御チャネルの相対受信電力レベルを測定することで、自身
がソフトハンドオフ領域内にいるか否かを自律的に決定する。自身がこの特別な 'ハンド
オーバ '領域内にいることを決定すると、移動機は、セルによってブロードキャストされ
た、最も強いセル、つまり、 "セル A"に対する RACHチャネルの物理属性を、可能なソフト
ハンドオーバゾーン内の移動機に対して予約されているものとして選択する。
【００３６】
"セル A"の基地局（ BTS）の所では、 RACH検出ハードウエアが、特定の物理属性をもつ RACH
バーストを、そのハンドオフオーバゾーンをカバーするか否かによって分類される複数の
地理的領域を探索するように知能的に分割される。網はこの分割を、その領域内の RACHト
ラヒックの強度に応じて複数のゾーンのある一つの処理能力が増加あるいは減少されるよ
うに動的に変更することもできることに注意する。
【００３７】
図２は、移動機２がセル６のソフトハンドオーバゾーン４内にいる状況を示す。セル６に
隣接するセル８は、ソフトハンドオーバ領域４内の移動機からセル６に向けられた RACHバ
ーストを走査／探索するために予約されたハードウエア資源をもつ。これら資源は RACHバ
ースト（単一あるいは多段バースト）を絶えず探索するために用いられる。 RACHバースト
がセル６によって首尾良く検出されると、セル６は、結果を（第一の実施例によって示唆
されるように）調整なしに、行き当たりばったりなやり方にて無線網コントローラ（ RNC
）１０に報告する。別の実施例として、２段から成るプリアンブルベースの RACHバースト
が用いられる場合は、いったん主セル６が移動機にプリアンブルの検出をアクノレッジ（
確認）すると、無線網コントローラ（ RNC）がセル８に対して隣接セルの RACHを処理する
ように指令することもできる。勿論、このためには、無線網コントローラ（ RNC）を介し
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ての高速な基地局（ BTS）間通信が必要となる。
【００３８】
原理的には、一意な物理属性をもつサブセットの RACHバーストの各可能な '最良の '隣接セ
ルに対する予約は、この概念を超えて適用することもできる。例えば：
RACHバーストのプリアンブル署名（あるいはアクセススロット）１～４は、自身がハンド
オーバ領域内に位置しないことを決定した移動機に対して予約し；
RACHバーストのプリアンブル署名（あるいはアクセススロット）５～６は、自身が強いハ
ンドオーバ領域内に位置するが、セル６が最も強く、セル８が次に強いことを決定した移
動機に対して予約し；
RACHバーストのプリアンブル署名（あるいはアクセススロット）７～８は、自身が強いハ
ンドオーバ領域内に位置するが、セル６が最も強く、セル１２が次に強いことを決定した
移動機に対して予約する；こともできる。
【００３９】
この実施例の主な長所は、隣接基地局（ BTS）が RACHソウトハンドオーバ能力を提供する
ために探索することを要求される RACHの物理フォーマットのレンジを狭くできるために、
基地局（ BTS）の RACH処理資源の使用効率が向上することである。この概念のもう一つの
長所は、基地局（ BTS）から無線網コントローラ（ RNC）に適当なメッセージを無線網コン
トローラ（ RNC）に送くることで、移動機が任意の瞬間において定常ハンドオーバモード
に入る可能性を網に直ちに知らせることができ、このため、移動機がソフトハンドオーバ
状態に入るために要する時間が短縮されることである。
【００４０】
この実施例の短所は、特定のソフトハンドオーバ領域に対してどんな RACH物理属性が予約
されるべきか；および移動機が自身がハンドオーバゾーンにいると決定するためにどんな
の基準／閾値を用いるべきかを定義するために、ダウンリンク上に追加な情報をブロード
キャストすることが必要となることである。
【図面の簡単な説明】
【図１】プリアンブルベースの RACHアクセスバーストを示す図である。
【図２】ソフトハンドオーバを示す図である。
【符号の説明】
２　移動機
４　ソフトハンドオーバゾーン
１０　無線網コントローラ（ RNC）
６、８、１２　セル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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